
政策体系上
の

位置付け

【測定指標】

目標年度 28年 29年 30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年

46 46 46 46 46 46 46

55 47 65 - - - -

- - - - 25 - -

52 50 46 - - - -

- - - - 20 - -

23 21 28 - - - -

15 15 15 12 - - -

12 18 集計中 - - - -

100% 100% 100% 100% - - -

89.7% 87.1% 94.3% - - - -

0.84 0.82 0.7 0.7 - - -

0.72 1.45 1.22 - - - -

26 26 26 26 - - -

27 27 25 - - - -

8
経済産業省における災害
対応能力の強化の状況

測定指標

測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の設定の根拠

年度ごとの目標値

-

7

2
LPガスに関する人的被害
を伴う事故の死傷者数（暦
年ベース）

令和2年

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠年度ごとの実績値

令和2年

目標値

-

26人未満

電気事業法に基づき報告
された電気工作物の欠損
等による死傷者数・物損の
件数

12件

基準年度

基準値

46人

12件

-

6
鉱山における度数率（＝延
べ罹災者数/延べ実労働
時間数）（暦年ベース）

1
高圧ガスに係る災害事故
による人的被害を伴う事故
の死傷者数（暦年ベース）

-

20件

4

3

5

都市ガスに関する人的被
害を伴う事故件数（暦年
ベース）

火薬類に係る災害事故に
よる人的被害を伴う事故
の死傷者数（暦年ベース）

-

-

休廃止鉱山における坑廃
水処理後の水質の排出基
準等の遵守状況

測定指標 目標
目標年度

25人未満

測定指標の選定理由：首都直下地震等の大規模災害に備えて、災害対応能力の不断の強化を図ることは重要であるため。

目標値の設定根拠：、『経済産業省業務継続計画』等を踏まえ測定指標に設定。

-
30年～令和

4年平均

令和元年度実施施策に係る政策評価の事前分析表

施策名

（経済産業省31-3-3）

担当部局名

施策の予算額（執行額）
（百万円）

施策の概要

政策評価実施予定時期 令和2年8月

３　産業セキュリティ

3-3　産業保安・危機管理

達成すべき目標

○高圧ガス、都市ガス、液化石油ガス、電気、鉱山、火薬類等の産業保安の確保を図り、事故の発生・拡
大を防止する。
○災害時において、経済産業省の必要業務を継続し、ライフラインの復旧、防災関連物資及び燃料の円
滑な供給、被災産業等の調査・分析、被災事業者対策、産業保安対策、原子力災害対策等の円滑な実
施、国内外における迅速な情報収集・共有・発信の徹底を図る。

-

30年度

-

令和元年度

目標設定の
考え方・根拠

高圧ガス、都市ガス、液化石油ガス、電気、鉱山、火薬類等の産業保安に係る規制に関し、新たな知見や技術動向等に対応した見直し・制度改
正を随時行い、科学的・合理的かつ実効性のあるものとしていくとともに、その着実な執行を行う。

産業保安グループ
保安課　高圧ガス保安室　ガス安全室　電力安全課　鉱山・火薬類監理官付
大臣官房総務課

4,436
（3,845）

29年度

3,402
(2,898)

4,725
施策に関係する内閣の重要政策
（施政方針演説等のうち主なもの）

高圧ガス保安法第一条において、「高圧ガスによる災害を防止し、公共の安全を確保するこ
と」という法目的が示されているため、人的被害を伴う事故の死傷者数を測定指標に選定。
※目標最終年度の目標値は、現行の事故報告体制になって以降最も少なかった年の値(平
成25年)

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第一条において、「LPガスに
よる災害を防止し、公共の福祉を増進すること」という法目的が示されているため、負傷者
数を測定指標に選定。具体的には、産業構造審議会保安・消費生活用製品安全分科会液
化石油ガス小委員会において策定した液化石油ガス販売事業者等保安対策指針におい
て、2020年までにLPガスによる人身事故の死亡者ゼロ、負傷者25人未満を目指すこととし
ている。なお、2020年以降の目標値については、今後検討予定である。

ガス事業法第一条において、「都市ガスの製造・販売の規制等によって公共の安全を確保
し、あわせて公害の防止を図る」という法目的が示されているため、人的被害を伴う事故件
数を測定指標に選定。具体的には、想像資源エネルギー調査会都市熱エネルギー部会ガ
ス安全小委員会においてガス安全高度化計画を2011年5月に策定し、その中で2020年の
人身事故件数を20人未満としている。なお、2020年以降の目標値については、今後検討予
定である。

電気事業法第一条において、「電気工作物の工事、維持、運用を規制することによって、公
共の安全を確保し、及び環境の保全を図ること」という法目的が示されているため、電気事
業法に基づき報告された電気工作物の欠損等による死傷者数・物損の件数を測定指標に
選定。
※目標値は、現行の事故報告体制になって以降最も少なかった年(平成28年)の値に設定。

鉱山からの坑廃水により、重金属が公共用水域に流れ出すことによる被害を生じさせない
よう坑廃水処理を着実に実施する必要があるため、坑廃水の排出基準の遵守状況を１０
０％と設定。

100%

令和元年度

- 0.7

平成25年

-

-

平成28年

-

26人

-

-

-

平成29年までは、第12次鉱業労働災害防止計画（平成25年経済産業省告示68号）におけ
る目標値を測定指標として設定。平成30年以降は、第13次鉱業労働災害防止計画におけ
る目標値を測定指標として設定。

毎年度一回以上の防災訓
練の実施等による災害対
応能力の不断の強化

火薬類取締法第一条において、「火薬類による災害を防止し、公共の安全を確保すること」
という法目的が示されているため、人的被害を伴う事故の死傷者数を測定指標に選定。
※目標値は、現行の事故報告体制になって以降最も少なかった年(平成10年)の値に設定。



【達成手段一覧】

令和元年度

1
高圧ガス保安法の適切な
運用

- 昭和26年度 1 - -

2
液化石油ガスの保安の確
保及び取引の適正化に関
する法律の適切な運用

- 昭和42年度 3 - -

3 ガス事業法の適切な運用 - 昭和29年度 2,3 - -

4
特定ガス消費機器の設置
工事の監督に関する法律
の適切な運用

- 昭和54年度 2,3 - -

5 電気事業法の適切運用 - 昭和39年度 4 - -

6
電気工事業の業務の適正
化に関する法律の適切な
運用

- 昭和46年度 4 - -

7
電気工事士法の適切な運
用

- 昭和35年度 4 - -

8
金属鉱業等鉱害防止準備
金制度

- 昭和49年度 5 - -

9
特定の基金に対する負担
金の損金算入に関する租
税特例措置

- 平成4年度 5 - -

10
鉱害防止資金融資(使用
済特定施設鉱害防止工事
及び坑廃水処理事業分)

- 昭和48年度 5 - -

11
鉱害防止資金融資(鉱害
防止事業基金拠出分)

- 平成5年度 5 - -

12 鉱害負担金資金融資 - 昭和50年度 5 - -

達成手段

平成30年
行政事業
レビュー
事業番号

関連する
指標

再掲

- -
電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによつて、電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図るととも
に、電気工作物の工事、維持及び運用を規制することによつて、公共の安全を確保し、及び環境の保全を図る。

予算額計（執行額）
（百万円）

-

-

金属鉱業等の鉱山の事業活動に伴い発生する特定有害物質(ｶﾄﾞﾐｳﾑ､銅､ひ素)により被害が生じている農用地又は農業用施設につ
いて､国又は地方公共団体が実施する鉱害防止事業(公害防止事業費事業者負担法第2条第2項第3号に規定するものに限る｡)に要
する費用として定められた事業者負担金を負担するために必要な資金の貸付｡

金属鉱業等の鉱山において使用を終了した坑道、捨石又は鉱さいの集積場(特定施設)に係る鉱害防止工事並びに当該特定施設に
係る坑廃水処理事業に必要な資金の貸付｡

鉱山保安法上の鉱害防止義務を有する採掘権者又は租鉱権者が金属鉱業等鉱害対策特別措置法の規定により､(独)石油天然ｶﾞｽ･
金属鉱物資源機構に設けられた鉱害防止事業基金に拠出するために必要な資金の貸付｡

-

電気工事業を営む者の登録等及びその業務の規制を行うことにより、その業務の適正な実施を確保し、もって一般用電気工作物及
び自家用電気工作物の保安の確保に資する。

-

高圧ガスによる災害を防止するため、高圧ガスの製造、貯蔵、販売等を規制するとともに、民間事業者及び高圧ガス保安協会による
高圧ガスの保安に関する自主的な活動を促進し、もって公共の安全を確保する。

一般消費者等に対する液化石油ガスの販売、液化石油ガス器具等の製造及び販売等を規制することにより、液化石油ガスによる災
害を防止するとともに液化石油ガスの取引を適正にし、もって公共の福祉を増進する。

電気工事の作業に従事する者の資格及び義務を定め、もって電気工事の欠陥による災害の発生の防止に寄与する。

金属鉱業等鉱害対策特別措置法第７条第１項の規定に基づき、産業保安監督部長が独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機
構への鉱害防止積立金の積立額として通知した額について、鉱山の採掘権者又は租鉱権者が積立てを行った場合には、その積立額
の８割を限度に損金算入ができる。

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29年度 30年度

ガス工作物の工事、維持及び運用を規制することによって、公共の安全を確保し、あわせて公害の防止を図る。

ガス事業法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律と相まって、特定ガス消費機器の設置又は変更の工事
の欠陥に係るガスによる災害の発生を防止するため、これらの工事の事業を行う者の工事の監督に関する義務等を定めている。

開始
年度

達成手段の概要等

金属鉱業等鉱害対策特別措置法第１２条の規定に基づき産業保安監督部長が独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の鉱
害防止事業基金に拠出する額として通知した額について、事業者が拠出した場合に、その拠出額を損金算入の特例として認める制
度。

- -

- -

-

-

-



13
金属鉱業等鉱害対策特別
措置法の適切な運用

- 昭和48年度 5 - -

14 鉱山保安法の適切な運用 - 昭和24年度 6 - -

15
火薬類取締法の適切な運
用

- 昭和25年度 7 - -

16
休廃止鉱山鉱害防止等工
事費補助事業

3,300 昭和46年度 5 - 0076

17
賠償償還及払戻金（石炭
じん肺訴訟に係る賠償金）

565 平成16年度 - - 0077

18
高圧ガス設備の耐震補強
支援事業

330 平成25年度 1 - 0078

19

産業保安等技術基準策定
研究開発等
（旧：高圧ガス等技術基準
策定研究開発等）

845 平成21年度 1,4,6

6-3　電力・ガ
ス
7-1　製品安
全

0079

20

石油・ガス供給等に係る保
安対策調査等委託費
(旧：石油精製保安対策委
託費)

660 昭和61年度 -
6-1 資源・燃

料
0149

21
高圧エネルギーガス設備
に対する耐震補強支援事
業費補助金

165 平成25年度 -
6-1 資源・燃

料
0150

22
新エネルギー等の保安規
制高度化事業

576 平成29年度 -
6-2 新エネル
ギー・省エネ

ルギー
新30-0297

115
（108）

600
（540）

調査研究を通じて得られたデータを元に合理的な技術基準を策定することは、産業保安のスマート化を実現し、関係産業における安
全性が向上するため、事故・災害の防止につながっていく。

2,087
（1,994）

2,625
（2,191）

産業保安施策の測定指標は、本事業の成果目標と同一。

539
（382）

614
（583）

過去の産業保安行政の不作為に対し、国賠法に基づき賠償金を支払うもの。

427
（204）

517
（491）

今後、より大きな地震が発生する可能性が指摘されている中で、最新の耐震基準の耐震性を有しない保安上重要度の高い既設高圧
ガス設備の耐震補強を支援することにより、高圧ガス設備の耐震性の強化を図り、高圧ガスに関する人的被害を伴う事故を未然に防
ぐ。

火薬、爆薬、火工品などの火薬類について、製造、販売、貯蔵、運搬、消費、廃棄などの取扱いを規制することにより、火薬類による
災害を防止し、公共の安全を図る。

鉱山労働者に対する危害を防止するとともに鉱害を防止し、鉱物資源の合理的開発を図る。

金属鉱業等の鉱山で使用される特定施設（坑道・集積場）の使用終了後の鉱害を防止するための事業の確実かつ永続的な実施を図
るため、使用中の特定施設について鉱害防止積立金制度を設けるとともに、使用済特定施設について鉱害防止事業基金及び指定鉱
害防止事業機関制度を設けて鉱害防止事業を計画的に実施させるため必要な措置を講ずることにより、鉱山保安法と相まって、金属
鉱業等による鉱害を防止し、もって国民の健康の保護及び生活環境の保全に寄与する。

- -

- -

- -

高圧ガス法等にかかる技術基準の見直しや新たな技術基準の策定をして新エネルギー技術の運用における保安を確保することで、
新エネルギー技術の安全な普及を促していく。

600
（571）

390
（357）

650
（594）

産業保安関係法令の技術基準等の制定・改正や制度設計を行うことで石油精製プラント等の安全が担保され事故の減少につなが
り、ひいては石油等の安定的な供給の確保へとつながっていく。

206
（197）

今後、より大きな地震が発生する可能性が指摘されている中で、最新の耐震基準の耐震性を有しない保安上重要度の高い既設高圧
エネルギーガス設備の耐震補強を支援することにより、高圧ガス設備の耐震性の強化を図り、高圧ガスに関する人的被害を伴う事故
を未然に防ぐ。

200
（186）

345
（204）
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